
２　構想区域毎の状況

（１）村山区域

１　県全体の状況 （病床数） H27① R2 R3②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 734 636 417 ▲ 317 523 106

急性期 3,143 2,632 2,854 ▲ 289 1,687 ▲ 1,167

回復期 723 901 908 185 1,431 523

慢性期 1,185 1,306 1,306 121 1,232 ▲ 74

計 5,931 5,720 5,650 ▲ 281 4,873 ▲ 777

（２）最上区域

H27① R2 R3②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 5 5 5 0 43 38

急性期 602 420 420 ▲ 182 210 ▲ 210

回復期 84 218 218 134 236 18

慢性期 147 127 108 ▲ 39 85 ▲ 23

計 891 875 856 ▲ 35 574 ▲ 282

（３）置賜区域

H27① R2 R3②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 30 30 30 0 159 129

H27① R2 R3② ②-①比較 R7③ ③-②比較 急性期 1,113 855 824 ▲ 289 610 ▲ 214

高度急性期 1,153 844 625 ▲ 528 933 308 回復期 510 616 658 148 573 ▲ 85

急性期 6,158 5,329 5,431 ▲ 727 3,121 ▲ 2,310 慢性期 511 500 492 ▲ 19 407 ▲ 85

回復期 1,665 2,264 2,351 686 2,938 587 計 2,179 2,027 2,030 ▲ 149 1,749 ▲ 281

慢性期 2,435 2,368 2,341 ▲ 94 2,275 ▲ 66

計 11,716 11,254 11,162 ▲ 554 9,267 ▲ 1,895 （４）庄内区域

※R7を除き、合計欄には休床数を含むため、４区分の合計とは一致しない H27① R2 R3②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 384 173 173 ▲ 211 208 35

急性期 1,300 1,422 1,333 33 614 ▲ 719

回復期 348 529 567 219 698 131

慢性期 592 435 435 ▲ 157 551 116

（令和３年度病床機能報告及び県医療政策課調べ） 計 2,715 2,632 2,626 ▲ 89 2,071 ▲ 555

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能報告 必要病床数（推計値）

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能毎の病床数の推移について

病床機能報告
必要病床数
（推計値）
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県立新庄病院における病床機能の見直しについて 

１ 改築整備事業の進捗状況及び今後のスケジュール 

年 度 主な工程 

平成 28 年度 山形県立新庄病院改築整備基本構想策定 

平成 29 年度 山形県立新庄病院改築整備基本計画策定 

平成 30 年度～令和２年度 基本・実施設計 

令和２年度～令和４年度 建設工事（建築・電気・空調・衛生の４工事） 

令和４年度～令和５年度 外構工事 

令和５年４月～ 
医療機器・備品搬入、情報ネットワーク整備、 

総合医療情報システム移設・整備等 

令和５年 10 月１日（日） 入院患者の移送（＝開院日予定）

２ 最上地域保健医療協議会（地域医療構想調整会議）における協議等 

年月日 会議名称 内 容 

H29.２.27 
平成 28 年度第２回最上地域保健医

療協議会（地域医療構想調整会議）

「県立新庄病院改築整備基本構想」（病床

数 300～340 床程度）について報告 

H29.８.29 
平成 29 年度第１回最上地域保健医

療協議会（地域医療構想調整会議）

「県立新庄病院改築整備基本計画」の構

成及び策定スケジュール等について報告 

H29.11.17 
平成 29 年度最上地域保健医療協

議会病床機能調整ワーキング 

「県立新庄病院改築整備基本計画」の骨

子（病床数 325 床）を提示し、了承 

H29.11.27 
平成 29 年度第２回最上地域保健医

療協議会（地域医療構想調整会議）

「県立新庄病院改築整備基本計画」の策

定状況について報告 

H30.２.26 
平成 29 年度第３回最上地域保健医

療協議会（地域医療構想調整会議）

「県立新庄病院改築整備基本計画」（案）

の概要（病床数 325 床）について報告 

３ 新病院の病床規模の考え方 

地域医療構想の想定年次である 2025 年の将来推計人口や他医療機関との連携による

平均在院日数の短縮等を加味した上で、季節変動による一時的な患者増にも対応できる

よう若干の余分を見込み設定している。 

【病床数の内訳】 

区分 現病院 新病院（基本計画） 

病床数 
《許可病床数》 

454床 

《稼働病床数》 

343床 
325床 

内訳 

《稼働病床》 

〇集中治療室   ：   4 床 

〇急性期病床   ：297床 

〇地域包括ケア病床： 40床 

〇感染症病床   ：   2 床 

〇地域救命救急センター： 10床 

〇急性期病床   ：261床 

〇地域包括ケア病床： 50床 

〇感染症病床   ：   4 床
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４ 地域医療介護総合確保基金（単独支援給付金支給事業）の活用 

（１）事業の概要 

○ 病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものが、地域の関係者間

の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する場合、減少する病床数

に応じた給付金を支給するもの。 

○ 病床機能再編を行う医療機関が作成した単独病床機能再編計画（別紙）につい

て、地域医療構想調整会議及び県医療審議会において議論された内容を踏まえ、県

が地域医療構想の実現に向けて必要な取組みであると認めた場合に支給される。

○ なお、給付申請は、実際に病床を削減する令和５年度に行う予定。 

（２）削減病床数（支給対象病床数） 

《令和２年４月１日時点稼働病床数》 《新病院の病床数》 

○ 高度急性期病床 ： 4 床 

○ 急性期病床   ：297 床 

○ 地域包括ケア病床： 40 床 

○ 感染症病床   ： 2 床 

10 床（＋ 6 床） 

261 床（▲36 床） 

50 床（＋10 床） 

4 床           （対象外）

  支給対象病床数 ＝ 「R2.4.1 時点の対象３区分の稼働病床数(※)」301 床 

－「減少後の対象３区分の病床数」271 床 

－「回復期へ転換した病床数」10 床 

          ＝ 20 床

※ 当該事業が開始された令和２年度以降の取組みを評価するものであるため、令和２年４月１日時

点の稼働病床数との比較となる。

「対象３区分」 

※高度急性期・急性期・慢性期 

「回復期」 
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別シート

医療機関名

うち支援区分３区
分（※）の合計

許可病床数 5 407 40 452 412

稼働病床数 4 342 40 66 452 346

許可病床数 5 407 40 452 412

稼働病床数 4 342 40 66 452 346

許可病床数 5 407 40 452 412

稼働病床数 4 297 40 111 452 301

許可病床数 10 261 50 321 271

稼働病床数 10 261 50 321 271

※対象３区分＝高度急性期、急性期、慢性期

■病床融通に関する概要

111 131 30

山形県立新庄病院

病床機能再編支援事業計画書（単独）

合計

平成30年度病床機能報告（A）

区分 休棟等

令和元年度病床機能報告（B）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

許可病床数 -6 36 -10 0

令和２年４月１日時点（C）

令和５年秋時点（計画完了時）（D）

削減病床数 （A）-（D）（C）-（D）
※(A)(C）稼働病床数、（D）許可病床数

■回復期又は介護医療院への病床転換の有無

　対象３区分の削減病床数30床のうち、10床を回復期（地域包括ケア病棟）に転換。
　回復期（地域包括ケア病棟）は40床から50床に増床。

※　給付金支給対象の病床数（削減病床数）については、病床融通数及び回復期等への転換病床数で調整されるため、上記削減病床数
と必ずしも一致するものではない（別添支給申請書のとおり）

（回復期又は介護医療院へ転換する病床の有無を記載。また、転換予定がある場合はその概要を記載。）

（地域医療連携推進法人による病床融通や医療法第30条の４第10項に基づく複数の公的医療機関等を含めた再編統合の特例等、複数の医療機関
の病床機能の分化・連携の取組により病床を融通する場合に限る。）
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